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秋田県では、本庁（健康福祉部）及び保健所で勤務す

る医師を募集しています。

秋田県が設置する保健所は、大館保健所、北秋田保健所、能代保健所、秋田中央保

健所、由利本荘保健所、大仙保健所、横手保健所、湯沢保健所の 8ヵ所です。なお、
秋田市保健所は秋田市（中核市）が設置しているもので、本件募集の対象ではありま

せん。

１．秋田県の現状

（１）行政医師（公衆衛生医師）の状況

地域保健法で保健所長は原則として医師であることが規定されてい

ます。しかし、秋田県では公衆衛生医師が不足し、1人の医師が 2ヵ
所の保健所長を兼務している状況が続いています。

（２）保健医療の状況

医療面では、秋田市を除くと、いずれの地域も医師をはじめとする

医療従事者や医療機関が十分とは言えない状況にあり、効率的な医療

提供体制の構築や在宅医療を含めた地域包括ケアの充実が求められて

います。

健康面では、がんや脳卒中による死亡率（いずれも粗死亡率）が全

国で最も高く、塩分の摂り過ぎや運動不足など県民の食生活や生活習

慣の改善が重要課題となっています。県としても健康づくりに一層力

を入れ、健康寿命の延伸に取り組んでいるところです。

また、自殺率が全国的に高いことが長年の課題となっています。自

殺の要因は健康問題や経済問題、人間関係の悩みなど様々です。自殺

予防に向けて、保健医療分野にとどまらず様々な分野の方々と、全国

に先駆けて民・学・官が一体となった自殺対策推進協議会を立ち上げ

取り組んでおり、以前に比べて自殺率は減少してきています。

様々な保健医療の課題を抱える本県ですが、行政で働く公衆衛生医

師にとっては、やりがいのある県であると考えています。
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２．公衆衛生医師（保健所・本庁）の仕事

公衆衛生医師とは、医師免許を有し、専門知識をもって保健医療行政

で働く技術系職員のことで、身分は県庁職員です。

（１） 本庁の仕事

本庁（健康福祉部）では、県の保健医療政策について企画立案しま

す。保健医療の主な担当課は、健康づくり推進課、保健・疾病対策課、

医務薬事課です。

（２） 保健所の仕事

保健所は、疾病予防、健康増進、食品衛生、環境衛生等を担う公衆

衛生の第一線の行政機関です。

県保健所は、企画福祉課、健康予防課、環境指導課の 3課で構成さ
れており、以下の業務を担当しています。

² 企画福祉課：精神保健福祉、管内の保健統計等の収集分析、福祉

（高齢者・障害者・母子・生活保護）など

² 健康予防課：結核・感染症対策、母子保健、難病対策、健康づく

り、医事・薬事など

² 環境指導課：食品衛生、動物愛護、環境衛生（大気・水質・土壌・

公害・廃棄物）など

また、管内の医療機関や医師会、市町村、介護・福祉関係機関など

の関係機関や団体と連携しながら、地域の救急医療、災害医療、へき

地医療、健康危機管理体制の整備、地域医療構想や地域包括ケアシス

テムの推進等に関する調整を行うなど、中立的立場から地域における

保健医療課題の解決に向けた総合的な連携・調整に力を入れています。

（３） 保健所 月間スケジュール（例）
月 火 水 木 金

第１
週

午
前

(所内業務) (所内業務)
A 市主催の
会議

(所内業務) (所内業務)

午
後

X病院主催
の会議

結核予防婦
人会研修会
講話

HIV 検査相
談及び肝炎
検査

会議（県庁）
秋田県保健
所長会

第２
週

午
前

(所内業務) (所内業務)
所内事例検

討
(所内業務) (所内業務)

午
後

研修会（県
庁）

病院立入検
査

健康教育講
演会

病院立入検
査

B町主催の
会議
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（４）保健所の一日（日常の例）

～所長（能代保健所）の一日

８：２０ 出勤

秋田市に自宅があり、毎日高速バスで１時間かけて通勤しています。職員も

秋田市からの通勤者が多く、通勤手段は自家用車、高速バス、電車等となっ

ています。通常は時間通りに業務を終了できますが、集団感染症や食中毒等

が発生した場合や夕方からの会議がある場合は、時間外勤務が必要になる場

合もあります。

８：３０ 始業

朝礼、本日の業務を確認

９：００ 地域振興局朝の会

毎週月曜日に、地域振興局の局長及び各部長で構成され、地域振興局全体や

各部の行事予定や情報共有を図っています。

秋田県では、各地域に地域振興局（総務企画部・福祉環境部・農林部・建設部）を設置

し、地域の特性に応じて県施策の推進を図っています。保健所は福祉部門と合わせて福

祉環境部を構成しており、福祉環境部長は保健所長が兼務しています。

９：３０ 各課班との打合せ

各課班から事業や対応を要する事案について、報告相談があります。

１０：００ 結核診査会準備

担当者と登録されている結核患者の接触者健診の実施計画策定、胸部 X線写
真読影などを行います。

１０：３０ 出前講座

Ａ市住民を対象に、健康づくり（栄養、運動）について講話しました。管内

市町村や住民団体から依頼を受け、保健所長（医師）や職員（保健師、管理

栄養士、薬剤師等）が講師を務めています。

１２：００ 昼休み

１３：００ 会議や出前講座等に向けた準備

第３
週

午
前

(所内業務) (所内業務)
結核接触者
健診 所内
検討会

(所内業務) 県庁会議

午
後

ＨＩＶ検査
相談及び肝
炎検査（夜
間）

健康づくり
推進員研修
会講話

感染症診査
会感染症診
査会結核部

会

メディカル
コントロー
ル協議会
（圏域消防
本部主催）

自殺予防ネ
ットワーク
会議

第４
週

午
前

(所内業務) (所内業務) (所内業務)
地域振興局
安全委員会

(所内業務)

午
後

地域・職域
連携推進会

議

病院立入検
査

Y病院主催
の会議

病院立入検
査

C町主催の
会議
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１４：００ ＨＩＶ性感染症検査相談

保健所では、予約制ですが、無料匿名でHIVおよび性感染症（クラミジア、
梅毒）の検査を実施しています。

HIV検査は迅速診断キットを用いて 30分程度で結果が判明します。また、匿名ではあり
ませんが、希望者にはＢ型肝炎及びＣ型肝炎ウイルス検査も無料で実施しています。

１６：００ 感染症診査会結核部会

新規および継続登録の結核患者の治療方針および公費負担申請について診査

します。委員は、結核（呼吸器科）専門医、地元医師会の医師、弁護士、人

権擁護の専門家で構成されています。

１７：００ 各課対応報告

各課班から午前中に相談を受けた件などについて報告を受けます。

１７：１５ 終業

集団感染症・食中毒が発生した場合や精神科救急対応事例（警察官通報等があ

った場合）には、通常業務に優先して対応する必要が出てきます。そのほか、

保健医療福祉協議会（親会議及び地域医療部会、救急災害医療部会、献血部会）、

自殺予防ネットワーク会議、糖尿病重症化予防対策会議、地域・職域連携推進

会議、医療・介護・福祉連携促進協議会、地域医療構想調整会議、管内市町村

保健師研修会など、様々な会議を開催しています。さらに、管内市町村や中核

的病院主催の会議や、本庁健康福祉部が主催する会議にも委員として出席して

います。

保健所医師の非日常

～新型インフルエンザ対応訓練及び医療機関立入検査～

８：３０ 始業

９：００ 訓練開始

所内連絡対応訓練として、新型インフルエンザ疑い患者の通報で始まり、本

庁や感染症指定医療機関、消防本部等との連絡調整、感染症患者搬送車両の

準備、搬送体制の構築等の訓練を行う。

９：３０ 搬送開始

防護具ＰＰＥ着用し、感染症指定医療機関に向けて搬送訓練を行う。

１０：００ 病院内での対応訓練

患者を第 2種感染症病室へ搬送。病院医師による診察、検体採取の訓練を行
う。

１１：００ PPE脱衣訓練
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１１：３０ 講評

訓練後、参加者による質疑、病院長、保健所長による講評

１２：３０ 訓練終了

１３：００ 昼休み

１３：３０ 医療機関立入検査

年 1回管内の病院を対象に立入検査を実施しています。設備構造、人員配置
等が法律に適合しているか、医療安全や院内感染対策、医療廃棄物対策が適

切に行われているかどうか等を確認します。所長は検査終了後、講評を行い、

改善に向けての指示、助言を行います。

３．公衆衛生医師の魅力とキャリアパス

（１） 公衆衛生医師の魅力（全国保健所長会作成公衆衛生医師募集案内より）

① 疾病予防や保健対策により地域住民の健康を守ることができる。

② 自然災害や感染症などによる健康被害の拡大を防ぐことができる。

③ 組織や制度、保健医療システムを動かすことができる。

④ 疫学などの社会医学の知識を活かすことができる。

⑤ 得意分野をつくり、エキスパートになることができる。

⑥ 全国の仲間と共同事業・研究ができる。

（２） キャリアパス等

① キャリアパス

・ 採用後、保健所に配属され、卒後年数や公衆衛生の実務経験に応じ

て、保健所長（本庁課長級）その他に任用されます。

² 3年以上の公衆衛生の実務経験のない医師については、国立保健医療科学
院で行われる研修*に参加し、公衆衛生行政に必要な知識・技術を学んだ

後、保健所長に就くことができます（地域保健法施行令第 4条）。
*保健福祉行政管理分野－分割前期（基礎）3か月間

・ 行政でのキャリア等を踏まえ本庁幹部への登用もあります。

令和 5年 7月現在、
健康福祉部参事（本庁次長級）3名
いずれも保健所長を兼務しています。

② 研修や学会等への参加

・ 保健所長として必要な専門知識や技術を習得するために、随時、研

修会や学会等に公費で参加することができます。

² 国立保健医療科学院、国立感染症研究所、公益財団法人結核予防会結核
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研究所、国立災害医療センター等で開催される研修会等

² 日本公衆衛生学会や全国保健所長会（総会、研修会、研究班）等。

③ 社会医学系専門医資格の取得

平成２９年度から一般社団法人社会医学系専門医協会が実施してい

る制度で、秋田県では、この専門医資格を取得できる研修プログラ

ムの認定を受けています。具体的には、県職員として勤務しながら

原則３年間の研修を修了し、認定試験に合格することによって資格

を得ることができます。令和 5年現在、3年間の研修プログラムに
参加している専攻医（保健所長）が 1名います。

④ 現職保健所長からのメッセージ

４．応募資格

公衆衛生行政に意欲と関心を持つ方で、採用時の年齢が６６歳未満の

医師免許を有する方。これまでの専門分野、行政経験等は問いません。

５．応募方法

随時受付けていますので、秋田県健康福祉部福祉政策課総務チームま

でお問い合わせください。

「自己紹介・業績調書」を提出していただいた方と、個別に面接を行い

ます。

県庁に入るまで

• 平成元年に秋田大学医学部を卒業後、兵庫医科大学

第４内科（消化器内科）研修医・医員、同大学院修了

後、国立国際医療センター国際協力局で国際保健
（公衆衛生・感染症対策）の仕事をしていました。

県庁に入ってから

• 保健所長として、地域での健康づくりや健康危機管理
対策に力を入れてきました。

• 健康づくりでは、地元歯科医師会と連携して、訪問歯
科診療や高齢者口腔ケアの体制づくりに尽力しました。

• 健康危機管理では、平成２１年の新型インフルエンザ
発生当時は地域での医療体制確保に力を入れました。

また、近年は、全国的に地震・豪雨など自然災害が多

く発生しており、県保健所で活用できる災害対応マ
ニュアルを作成しました。

メッセージ

• 県の保健医療政策や地域の保健医療体制の構築に

関与することができます。臨床とは全く異なった世界で

すが、保健医療福祉全般を見渡し広い視野で仕事を
することができます。

• 平成１５年　県庁に入庁
保健所長として勤務（湯沢、大仙、横手、
能代、秋田中央の各保健所）

• 平成２７年　本庁健康福祉部
参事を兼務

健康福祉部参事　兼 山本地域振興
局福祉環境部長（能代保健所長）　

 永井　伸彦　
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様式は、下記のホームページよりダウンロードできます。

６．勤務時間等

(1) 勤務時間 午前８時３０分～午後５時１５分

(2) 休日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始

(3) 休暇 年次休暇２０日（採用年は、４月採用の場合１５日）、結婚

休暇、出産休暇、夏季休暇等

７．給与

医師となってからの勤務年数等を踏まえ、秋田県の関係規定に基づき決

定します。

【目安】

①医師経験 ５年程度 年収約１,０６０万円
②医師経験１０年程度 年収約１,１１０万円
③医師経験２０年程度 年収約１,４６０万円（※所長職の場合）

年収は、給料、初任給調整手当、地域手当、管理職手当、期末・勤勉手

当の合計です。（管理職手当は上記では③のみ算入）

このほか、扶養手当、通勤手当、寒冷地手当等の諸手当がそれぞれの支

給要件に応じて支給されます。

８．問い合わせ先

秋田県健康福祉部 福祉政策課 総務チーム

〒010-8570 秋田市山王 4丁目１番１号
TEL：018-860-1311
FAX：018-860-3841
E-mail：welfare@pref.akita.lg.jp
ホームページ：https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/303

（作成日）平成 31年 3月 （改訂）令和 5年 7月
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